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告 示■

◎群馬県告示第２２２号

鳥獣保護区設定の告示（昭和３８年群馬県告示第１０４号）の一部を次のように改正し、令和４年１１月１日か

ら施行する。

令和４年９月２７日

群馬県知事 山 本 一 太

表を次のように改める。

名称 区域 存続期間 保護に関する指針

金山鳥獣保 太田市の一部で、東長岡町追分地内の県道太田桐生線と国 令和４年１１ １ 指定区分 森
護区 道４０７号と市道１級１８号線の交差点を起点とし、これか 月１日から令 林鳥獣生息地

ら同市道を南西に進んで市道太田山ノ前仲町１００号線との 和２４年１０
交点に至り、これから同市道を南西に進んで市道太田金山仲 月３１日まで ２ 指定目的 自
町７８号線との交点に至り、これから同市道を北西に進んで 然環境の保全と
市道太田高山通８４号線の交点に至り、これから同市道を北 鳥獣保護増殖を
に進んで市道１級１８号線との交点に至り、これから同市道 図るため
を西に進んで市道太田大島長手７９２号線との交点に至り、
これから同市道を北西に進んで市道１級９号線との交点に至
り、これから同市道を西に進んで市道２級１８号線との交点
に至り、これから同市道を北に進んで市道鶴生田強戸６５１
号線との交点に至り、これから同市道を北東に進んで市道２
級１１号線との交点に至り、これから同市道を南東に進んで
市道太田八ケ入強戸口５３４号線との交点に至り、これから
同市道を北東に進んで市道太田緑町１１４２号線との交点に
至り、これから同市道を北東に進んで市道２級１０号線との
交点に至り、これから同市道を東に進んで県道太田桐生線と
の交点に至り、これから同県道を南に進んで起点に至る線で
囲まれた一円の区域（６４５ヘクタール）

◎群馬県告示第２２３号

鳥獣保護区設定の告示（昭和４７年群馬県告示第６０１号）の一部を次のように改正し、令和４年１１月１日か

ら施行する。

令和４年９月２７日

群馬県知事 山 本 一 太

表三名湖鳥獣保護区の項中「平成１４年１１月１日から令和４年１０月３１日」を「令和４年１１月１日から令

和２４年１０月３１日」に改め、同表大塩鳥獣保護区の項中「市道菅原岩染線」を「市道南後箇岩染線との交点に

至り、これから同市道を東に進み、市道浅香入線との交点」に、「平成１４年１１月１日から平成３４年１０月３

１日」を「令和４年１１月１日から令和２４年１０月３１日」に改める。

◎群馬県告示第２２４号
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令和４年９月２７日（火） 群 馬 県 報 第１００３８号

鳥獣保護区設定の告示（昭和５２年群馬県告示第８１７号）の一部を次のように改正し、令和４年１１月１日か

ら施行する。

令和４年９月２７日

群馬県知事 山 本 一 太

表要害山鳥獣保護区の項を次のように改める。

要害山鳥獣 みどり市大間々町の一部で、国道１２２号線と市道１級１ 令和４年１１ １ 指定区分 身
保護区 ９号線と市道１級１４号線との交点を起点とし、これから同 月１日から令 近な鳥獣生息地

市道を北に進んで渡良瀬川にかかる新栄橋を経て県道小平塩 和２４年１０
原線との交点に至り、これから同県道を東に進んで福岡橋を 月３１日まで ２ 指定目的 自
経て市道大間々７１２７号線との交点に至り、これから同市 然環境の保全と
道を南東及び東に進んで市道大間々７１２５号線との交点に 鳥獣保護増殖を
至り、これから同市道を南に進んで市道１級１５号線との交 図るため
点に至り、これから同市道を南西及び南に進んで市道大間々
７０９７号線との交点に至り、これから同市道を南及び南東
に進んで大間々ゴルフクラブとの境界線に至り、これから同
境界線を南東に進んで市道大間々７０５９号線との交点に至
り、これから同市道を南西に進んで市道大間々７０５３号線
との交点に至り、これから同市道を東に進んで市道大間々７
０５１号線との交点に至り、これから同市道を南に進んで県
道駒形大間々線との交点に至り、これから同県道を西及び北
西に進んで市道１級１９号線との交点に至り、これから同市
道を北に進んで起点に至る線で囲まれた一円の地域（１２０
ヘクタール）

◎群馬県告示第２２５号

鳥獣保護区設定の告示（昭和５７年群馬県告示第８９４号）の一部を次のように改正し、令和４年１１月１日か

ら施行する。

令和４年９月２７日

群馬県知事 山 本 一 太

表岩鼻鳥獣保護区の項中「国道３５４号線」を「県道１４２号線」に、「同国道」を「同県道」に、「接し」を

「至り」に、「平成１４年１１月１日から平成３４年１０月３１日」を「令和４年１１月１日から令和２４年１０

月３１日」に改め、同表野反鳥獣保護区の項中「１２２林班」を「２２２林班」に、「１２３林班」を「２２３林

班」に、「１２４林班」を「２２４林班」に、「平成２４年１１月１日から平成３４年１０月３１日」を「令和４

年１１月１日から令和１４年１０月３１日」に改める。

◎群馬県告示第２２６号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号）第３５条第１項の規定により、

次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定し、令和４年１１月１日から施行する。

令和４年９月２７日

群馬県知事 山 本 一 太
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令和４年９月２７日（火） 群 馬 県 報 第１００３８号

名称 区域 存続期間
禁止に係る特
定猟具の種類

宮城南部・大 前橋市の一部で、市道２０－４０４６号と県道１１４号一般 永年 銃器
胡東部特定猟 県道苗ヶ島飯土井線との交点を起点とし、これから同県道を南
具使用禁止区 に進んで、同県道と県道３号主要地方道前橋大間々桐生線との
域 交点に至り、これから同県道を西に進んで、同県道と市道１９

－４０９３号との交点に至り、これから同市道を北東に進ん
で、同市道と市道１９－４１７８号との交点に至り、これから
同市道を西に進んで、同市道と市道１９－４０９０号との交点
に至り、これから同市道を北西に進んで、同市道と市道３０－
３５９号との交点に至り、これから同市道を東に進んで、同市
道と市道１９－４０６２号との交点に至り、これから同市道を
北、北西に進んで、同市道と県道３３３号一般県道上神梅大胡
線との交点に至り、これから同県道を北東、東に進んで、同県
道と市道２０－４０４６号との交点に至り、これから同市道を
東に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域（２０６ヘクター
ル）

◎群馬県告示第２２７号

特定猟具使用禁止区域の指定の告示（平成１９年群馬県告示第３７７号）の一部を次のように改正し、令和４年

１１月１日から施行する。

令和４年９月２７日

群馬県知事 山 本 一 太

表新里町山上・鶴ヶ谷特定猟具使用禁止区域の項中「平成２９年１１月１日から平成３４年１０月３１日まで」

を「永年」に改める。

◎群馬県告示第２２８号

特定猟具使用禁止区域の指定の告示（令和元年群馬県告示第１２１号）の一部を次のように改正し、令和４年１

１月１日から施行する。

令和４年９月２７日

群馬県知事 山 本 一 太

表岩倉橋特定猟具使用禁止区域の項中「高崎市の」を「高崎市、藤岡市及び佐波郡玉村町の」に、「同主要地方

道を北」を「高崎伊勢崎自転車道を西北西に進み、烏川に架かる関越高速自動車道の烏川橋との交点に至り、これ

から同橋を北に進んで同橋と烏川左岸堤防との交点に至り、これから同堤防を東南東に進み烏川砂利運搬道路に至

り、これから同道路を東南東」に改める。

公 告■

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第２項の規定により検査済証を交付したので、次の開発行為
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令和４年９月２７日（火） 群 馬 県 報 第１００３８号

に関する工事が完了した旨を公告する。

令和４年９月２７日

群馬県知事 山 本 一 太

番号 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名

１ 邑楽郡千代田町大字新福寺字西ノ原２５４－４ 邑楽郡大泉町大字古海２０１９番地の２ アル
モニーＢ－１０１号
廣瀬智也、廣瀬愛子

２ 安中市郷原字原２３８－１、２４８－２、２４８－ 福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号
３、２５０－１、２５１－１、２４８－３地先道の 第一福岡ビルＳ館４階
一部 株式会社コスモス薬品 代表取締役 横山英昭

選挙管理委員会告示■

◎群馬県選挙管理委員会告示第５８号

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により届出のあった政治団体の名称等は、次

のとおりである。

令和４年９月２７日

群馬県選挙管理委員会委員長 宮 下 智 滿

その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

国会議員関係政治団体以外の政治団体

会計責任者の
代表者の氏名

氏 名
主 た る 事 務 所 の 所 在 地

政 治 団 体 の 名 称

届 出 年 月 日

池島としあき後援会 池島利明 半田国明 安中市原市３－３－１９

令和４年８月２日

岩上博志後援会 岩上博志 大塚智美 館林市青柳町９９３－６

令和４年８月３日

大沢あや子をはげます会 伊藤祐司 酒井悦夫 高崎市上並榎町１９５－２

令和４年８月３日

加部雄一郎後援会 加部雄一郎 加部雄一郎 藤岡市中大塚９８－６４

令和４年８月２日

河合ふみまさ後援会 河合史将 本多秀行 利根郡みなかみ町東峰４９－１

令和４年８月２４日

群馬県酪農政治連盟 品川文隆 小林幹男 前橋市亀里町１３１０番地

令和４年６月６日
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令和４年９月２７日（火） 群 馬 県 報 第１００３８号

鈴木美香後援会 竹本美奈子 鈴木美香 利根郡みなかみ町政所６６－２

令和４年８月１２日

たかさわみき後援会 小野満 佐藤博 渋川市横堀２１５－３

令和４年８月１０日

竹内やすお渋川市と共に向上する会 竹内泰雄 須藤征吾 渋川市赤城町津久田１８７－１３

令和４年８月４日

東毛みらい研究所 新部貴広 大平覚 館林市新宿１－４－２７

令和４年８月８月

福島たかひろ後援会 福島丘泰 森田政樹 渋川市八木原６７７－１

令和４年８月２６日

堀内利之後援会 堀内利之 堀内利之 みどり市大間々町大間々２０１３－７

令和４年８月１２日

◎群馬県選挙管理委員会告示第５９号

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により届出のあった政治団体の異動事項は、

次のとおりである。

令和４年９月２７日

群馬県選挙管理委員会委員長 宮 下 智 滿

その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

政治団体の名称 異動事項 新 旧 異動年月日

斉藤優後援会 代表者の氏名 斉藤勇人 斉藤公一 令和４年
４月１日

会計責任者の 斉藤茂 茂木伸之 平成２９年
氏名 ４月１日

青松会 会計責任者の 髙橋孝史 中島厚志 令和４年
氏名 ８月２５日

田辺のぶお後援会 代表者の氏名 坂本勝三 小沼唯二 令和４年
７月６日

藤岡多野医師連盟 代表者の氏名 栗原透 山崎恒彦 令和４年
６月１５日

会計責任者の 島田哲明 栗原透 令和４年
氏名 ６月１５日



7

令和４年９月２７日（火） 群 馬 県 報 第１００３８号

ＭＥＬＯＮ群馬社会活動委 代表者の氏名 松村泰成 飯田恭平 令和４年
員会 ８月１６日

◎群馬県選挙管理委員会告示第６０号

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定により解散の届出のあった政治団体の名称

等は、次のとおりである。

令和４年９月２７日

群馬県選挙管理委員会委員長 宮 下 智 滿

その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解 散 年 月 日

亀田たか子後援会 亀田好子 令和４年３月１日

群馬県酪農政治連盟 木村一成 令和３年８月５日

税理士による石関たかし後援会 猪俣健 令和４年７月２９日

平形富二夫後援会 平形富二夫 令和４年３月１５日

前橋市政にやさしさを創る会 亀田好子 令和４年３月１日

◎群馬県選挙管理委員会告示第６１号

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号。以下「法」という。）第１９条第３項の規定により届出のあった

資金管理団体の異動事項は、次のとおりである。

令和４年９月２７日

群馬県選挙管理委員会委員長 宮 下 智 滿

法第１９条第３項第３号による届出

資金管理団体
資金管理団体

の届出をした
の 名 称

異動事項 新 旧 異動年月日
者 の 氏 名

岩井均 青松会 公職の種類 安中市長 群馬県議会議員 令和４年
３月３１日

◎群馬県選挙管理委員会告示第６２号

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号。以下「法」という。）第１９条第３項の規定により資金管理団体
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令和４年９月２７日（火） 群 馬 県 報 第１００３８号

でなくなった旨の届出のあった資金管理団体の名称等は、次のとおりである。

令和４年９月２７日

群馬県選挙管理委員会委員長 宮 下 智 滿

法第１９条第３項第２号による届出

資金管理団体の届出をした者の氏名 資金管理団体の名称 資金管理団体でなくなった年月日

亀田好子 亀田たか子後援会 令和４年３月１日

平形富二夫 平形富二夫後援会 令和４年３月１５日

落 札■

次のとおり落札者を決定した。

令和４年９月２７日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 落札に係る物品等の名称、数量、落札者の名称、落札者の所在地及び落札金額

物品等の名称 数量 落札者の名称 落札者の所在地 落札金額

ア ロータリ除雪車（２．２ｍ級） １台 株式会社ＮＩＣＨＩＪ 東京都港区芝公 ５２,５５８,０００円
Ｏ 東京支社 園二丁目３番２

７号 芝公園Ｐ
Ｒ－ＥＸ５階

イ 凍結防止剤散布車（湿式又は湿 ２台 株式会社ＮＩＣＨＩＪ 東京都港区芝公 ５９,０７０,０００円
潤式、４ｔ級、プラウ付、４× Ｏ 東京支社 園二丁目３番２
４） ７号 芝公園Ｐ

Ｒ－ＥＸ５階

ウ 凍結防止剤散布車（乾式、４ｔ １台 日の丸ディーゼル株式 前橋市高井町一 ５７,４６８,３１２円
級、プラウ付、４×４） 会社 丁目３５番地３

２

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県会計局会計管理課 群馬県前橋市大手町一丁目１

番１号

３ 落札者を決定した日 令和４年９月２日

４ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札

５ 入札公告をした日 令和４年７月２２日

毎週火､金曜日発行
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